
 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月定例会 

（２０２６年） 

 

議案書④ 
 

２月２４日提出 

 

【その他】 
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市議案第３５号 

   製造請負契約の締結について 

 

 次のとおり製造請負契約を締結するものとする。 

 

 

  令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                 豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

記 

 

件     名 契 約 金 額        契 約 先         

はしご付消防自動車 439,780,000 円 株式会社モリタ関西支店 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 上記の製造について請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき 

契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第２条の

規定により提案するものである。  
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市議案第３６号 

   工事請負変更契約の締結について 

 

 次のとおり工事請負変更契約を締結するものとする。 

 

 

  令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

記 

 

１ 件 名  服部天神駅前広場整備工事 

２ 変 更 前 契 約 金 額 ３９７，４０４，７００円 

３ 変 更 後 契 約 金 額 ３７７，１７３，５００円 

４ 今回変更による減額 ２０，２３１，２００円 

５ 変 更 の 要 因 当初撤去する予定であった既設構造物の基礎

について、先行して作業している関連工事に

て撤去する必要が生じたため、減額変更を行

うもの。 

６ 契 約 先 橋本建設株式会社 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 上記の工事について請負変更契約を締結したいので、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第２条の規定

により提案するものである。 
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市議案第３７号 

   指定金融機関の指定について 

 

 令和８年（２０２６年）８月１日から令和９年（２０２７年）７月３１

日まで北おおさか信用金庫を豊中市指定金融機関に指定する。 

 

  令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

            豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由）                       

  地方自治法施行令第１６８条第２項の規定により指定金融機関を指定

するため、提案するものである。          
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市議案第３８号 

   市道路線の認定、変更及び廃止について 

 

 別紙調書のとおり、市道路線の認定、変更及び廃止をするものとする。 

 

  令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                豊中市長  長 内 繁 樹  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 市道路線の認定、変更及び廃止をしたいので、道路法第８条第２項及び

第１０条第３項の規定により提案するものである。 
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宮山町１丁目４１番２地先から
宮山町１丁目３１番６地先まで

上野西３丁目７６番３１地先から
上野西３丁目７６番２９地先まで

岡町南２丁目１０６番１７地先から
岡町南２丁目１０６番１５地先まで

長興寺北１丁目２５９番１２地先から
長興寺北１丁目２５９番１４地先まで

若竹町２丁目２４９２番６地先から
若竹町２丁目２４９２番３地先まで

小曽根５丁目５１番３地先から
小曽根５丁目５１番１０地先まで

市　道　路　線　認　定　調　書

図面対
照番号

理由
番号

路　線　名
起　　点
終　　点

重要な経過地

1 1 宮山町第１００号線

2 2 上野西第９５号線

　　（図面対照番号　２号・３号・６号）

3 3 岡町南第４２号線

4 4 長興寺北第３９号線

　　当市に帰属されたものです。

２．認定理由番号第１号、第４号、第５号の路線は、私有道路敷の寄附を受けたものです。

5 5 若竹町第３６号線

6 6 小曽根第７４号線

１．認定理由番号第２号、第３号、第６号の路線は、都市計画法の開発行為に基づき

　　（図面対照番号　１号・４号・５号）

市道路線認定理由説明書
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図

豊中市全図
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桜井谷小学校

豊中みどり幼稚園

春日神社

春日公園

桜

井

谷

こ

ど

も

園

宮

山

郵

便

局

主

要

地

方

道

豊

中

亀

岡

線

宮

山

公

園

宮山町１丁目

宮山町１丁目

桜の町５丁目

春日町１丁目

柴原町３丁目

春日町２丁目

宮山町２丁目

宮山町４丁目

桜の町４丁目

宮山町２丁目

柴原町５丁目

柴原町５丁目

豊中市全図

（１ ）　宮山町 第１ ００号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m宮山町 １ 丁目４１ 番２地先

宮山町 １ 丁目３１ 番６地先    79.58

最小 4.35

最大 6.45
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主

要

地

方

道

豊

上野西３丁目

上野東３丁目

上野西２丁目

上野坂１丁目

上野坂２丁目

豊中市全図

（２）　上野西第 ９ ５号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m上野西３ 丁目７６ 番３ １地先

上野西３ 丁目７６ 番２９ 地先  32.46

最小 4.70

最大 4.70
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原田小学校

浄久寺

谷田公園

曽根西センター

法

輪

寺

曽

根

西

公

園

岡町南２丁目

曽根西町４丁目

原田元町１丁目

岡町南３丁目

岡町南１丁目

岡町北１丁目

岡町北２丁目

豊中市全図

（３）　岡町南第 ４ ２号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m岡町南２丁目１０６ 番１７地先

岡町南２丁目１０６ 番１５地先    24.04

最小 4.70

最大 4.70
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住吉神社

念佛寺

長興寺南公園

豊

中

市

文

書

館

住

吉

公

園

長興寺北２丁目

長興寺北１丁目

長興寺南３丁目

南桜塚３丁目

長興寺南４丁目

南桜塚４丁目

長興寺北３丁目

長興寺南１丁目

長興寺南２丁目

豊中市全図

（４）　長興寺北第３ ９号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m長興寺北１丁目 ２５ ９番１２地先

長興寺北１丁目 ２５ ９番１４地先    20.98

最小 4.70

最大 4.70
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菰ケ池

野球場

阪急ドライビングスクール

新

豊

吹

橋

北条小学校

若竹跨道橋

線

住

吉

神

社

鎌

池

若竹町２丁目
若竹町１丁目

服部緑地

北条町４丁目

北条町２丁目

豊中市全図

（５）　若竹 町第３６ 号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m若竹 町２丁目２４ ９２番６ 地先

若竹 町２丁目２４ ９２番３地先    35.58

最小 4.70

最大 4.70
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小芳橋

下高川橋

高川小学校

小曽根病院

小曽根南公園

介護老人保健施設\やすらぎ

特別養護老人ホームふるる

高

川

セ

ン

タ

ー

高

川

こ

ど

も

園

高

川

小曽根４丁目

小曽根５丁目

豊南町東２丁目

豊南町東１丁目

豊中市全図

（６ ）　小曽根第７ ４ 号線 路線認定図

凡   例

認定路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m小曽根５丁目 ５１番３地先

小曽根５丁目 ５１番１０地先   102.28

最小 4.70

最大 4.70
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前

後
原田南２丁目７７番地先から
原田南２丁目６８番地先まで

原田南２丁目７０番１地先から
原田南２丁目４番１地先まで

1 1 原田南第５号線

市　道　路　線　変　更　調　書

図面対
照番号

理由
番号

路　線　名
起　　点
終　　点

重要な経過地

前

後

　　（図面対照番号　１号）

市道路線変更理由説明書

１．変更理由番号第１号の路線は、都市計画法の開発行為に基づき当市に帰属された道路と

    従来路線を統合するものです。
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（1）

市

道

路

線

変

更

位

置

図

豊中市全図
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環境センター北部事業所

原田曽根霊園

変
更
前
路
線

原田南２丁目

利倉２丁目

原田南１丁目

原田中２丁目

利倉西１丁目

原田中１丁目

変
更
後
路
線

豊中市全図

（１ ） 　原田南第５ 号線 路線変更 図

凡   例

変更 前路線

変更 後路線

変更 前路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m原田南２ 丁目７ ７ 番地先

原田南２ 丁目６ ８番地先   103.90

最小 4.35

最大 4.35

変更 後路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m原田南２ 丁目７ ０番１ 地先

原田南２ 丁目４番１ 地先   130.73

最小 4.35

最大 5.10
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本町３丁目８番地先から
本町３丁目８番地先まで

　　（図面対照番号　１号）

市道路線廃止理由説明書

１．廃止理由番号第１号の路線は、認定していた道路が現存しないことが判明し、

　　機能が消滅しているため廃止するものです。

1 1 本町第５２号線

市　道　路　線　廃　止　調　書

図面対
照番号

理由
番号

路　線　名
起　　点
終　　点

重要な経過地
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（1）

市
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線
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止

位

置

図

豊中市全図
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国

道

１
７
６

号

豊

中

駅

豊

中

愛

光

幼

稚

園

本町３丁目

本町２丁目

玉井町１丁目

玉井町２丁目

本町１丁目

末広町１丁目

立花町１丁目

豊中市全図

（１）　本町第５２号線 路線廃止図

凡   例

廃止路線

起　点

終　点

延　長 m 幅　員 m本町３丁目 ８ 番地先

本町３丁目 ８ 番地先    22.90

最小 6.70

最大 6.70
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市議案第３９号 

   包括外部監査契約の締結について 

 

 次のとおり包括外部監査契約を締結するものとする。 

 

  令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                   豊中市長  長 内 繁 樹 

 

記 

 

１ 契約の目的 

地方自治法の定めるところにより、特定の事件について監査を受

けるとともに、監査の結果に関する報告を受けること 

２ 契約期間 

令和８年（２０２６年）４月１日から令和９年（２０２７年）３

月３１日まで 

３ 契約金額 

１１，６６０，０００円を上限とする額 

４ 費用の支払方法 

監査の結果に関する報告提出の後に一括払い 

５ 契約先 

住所  

資格 公認会計士 

名前 谷口 信介 

 

 

（提案理由） 

  上記の者と包括外部監査契約を締結したいので、地方自治法第２５２

条の３６第１項の規定により提案するものである。 
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市議案第４０号 

   訴えの提起について 

 

下記のとおり訴えを提起するものとする。 

 

  令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                豊中市長  長 内 繁 樹 

 

記 

 

１ 相 手 方   

          

２ 事 件 名  学校給食費支払請求事件 

３ 事件の概要   

４ 請求の趣旨 

  （１）学校給食費の支払いを求める。 

  （２）平成３０年１２月１７日納付期限分から令和２年３月１６日納付期

限分までは納付期限の翌日から支払済みまで年５分の割合、令和２

年７月１５日納付期限分から令和６年４月３０日納付期限分までは

納付期限の翌日から支払済みまで年３分の割合による遅延損害金の

支払いを求める。 

  （３）訴訟費用は相手方の負担とする。 

５ そ の 他  必要に応じ上訴し、和解し、その他必要な措置を行うこと

ができるものとする。 

 

 

 

 

（提案理由） 

 上記の事件について訴えを提起するため、地方自治法第９６条第１項第１２

号の規定により提案するものである。 
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市議案第４１号 

   財産の処分について 

 

 次のとおり財産を処分するものとする。 

 

  令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

 

                 豊中市長  長 内 繁 樹 

 

 

記 

 

 

１ 処分する財産 有価物（貴金属）  

 

２ 品目及び数量 金地金（板）       ８５５．３０ｇ 

銀地金（粒状銀）   ２，８９５．７０ｇ 

プラチナ（板）        ６．１０ｇ 

パラジウム地金（板）   ９１２．２０ｇ 

３ 金    額 

 

３１，１０８，０００円  

 

４ 契約の相手方 

 

大阪府大阪市鶴見区横堤４丁目２８番９号 

井上商事 

 

 

 

 

 

（提案理由）  

 上記の財産について処分したいので、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分並びに重要な公の施設に関する条例第３条の規定により

提案するものである。 
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市議案第４２号 

   市有財産の無償及び減額貸付について 

 

次のとおり財産を無償及び減額して貸し付ける。 

 

  令和８年（２０２６年）２月２４日提出 

 

                  豊中市長  長 内 繁 樹  

 

記 

 

 １ 貸付する財産  

土地 

    地  番   豊中市野田町５２７番１ 

   面  積   ２２，４３３．８１平方メートル  

２ 貸付の相手方  

    住  所   東京都中央区日本橋１丁目１９番１号 

法 人 名   三菱倉庫株式会社  

 ３ 無償貸付の期間 

令和８年４月１日から令和９年４月２９日又は建物建設工事に

着手する日の前日のいずれか早い日まで  

 ４ 減額貸付の期間 

    上記３に定める期間の終期の翌日から令和１０年９月２９日又は

供用開始日の前日のいずれか早い日まで  

 ５ 貸付の金額  

    年額 ２５，６０８，０００円 

 

（提案理由）  

 旧豊中市立庄内さくら学園中学校跡地活用事業実施にあたり、整備及び

土地活用を行うため、上記のとおり無償及び減額して貸し付けしたいので、

地方自治法第９６条第１項第６号の規定により提案するものである。  
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